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No 対象溶剤 お問い合わせ内容 回答 分類

1 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
排水中の含有濃度を知りたいのですが、簡易測定方
法は無いのでしょうか？

排水基準の0.2mg/lレベルを判定する簡易測定法は
ありません。（ヘッドスペース法と呼ばれる分析手法
は、検量線を作成し検量線から排水中濃度を読み取
る事が可能です）

水濁法

2 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
水濁法に関し、装置点検業務を外部委託したいので
すが、委託先はどこが受けてくれるのでしょうか？

当協会からご紹介出来る情報はありません。装置メー
カーや自社近辺で設備管理を受託してくれる会社に
相談されたらどうでしょうか？

水濁法

3 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
塩素系溶剤とアルミ切削粉の反応性、使用可否など
知りたい。

国内洗浄剤メーカーは、アルミや銅の洗浄に適したグ
レードを持っています。洗浄剤メーカーの推奨するグ
レードで、メーカーの推奨する使用方法であれば問題
はありません。但し定期的にアルミ切削粉を掃除、除
去しないまま長期間使用したり、液管理が不十分な場
合、分解を起こし塩素や、塩化水素等が発生する危
険性があります。

物性

4 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
金洗用で年間５００ｋｇ以上使用中。製品含有量として
0.1％の閾値についてPRTR申告対象か知りたい。

トリクロロエチレンはPRTR法の第一種指定化学物質
ですので、濃度の閾値は1%以上、年間取扱量は１ｔ以
上が対象です。

PRTR法

5 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ トリクロロエチレンはオゾン層破壊物質ですか？

モントリオール議定書の対象物質（オゾン層破壊物
質）ではありません。ご参考までに当協会のWebサイト
で公開しているSDSをご覧ください。

法令

厚生労働省のWebサイトをご参照ください。 安衛法
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000
0057700.html

7 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ﾄﾘｸﾛ代替で炭化水素系洗浄剤に変更する事とし、新
たに洗浄装置を入れました。しかし洗浄がうまく出来
ない状況になり困っています。トリクロは今後も使える
のでしょうか？代替物質は他に無いのでしょうか？

トリクロロエチレンは特定化学物質障害予防規則（特
化則）に指定されましたが、法の要件を守ることで今
後も使用可能です。
詳細は厚生労働省のWebサイトをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000
0057700.html

有害性

8 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ用のパークは、今後も使用できるので
しょうか？

テトラクロロエチレン（パークロロエチレン）は、ドライク
リーニング用として世界的にも主流の溶剤です。しか
しながら、発がんの疑いのある物質として、様々な法
規制が敷かれており、特定の国や地域において、使
用を制限する動きもあります。日本においては、過去
の誤った使い方による、地下水汚染問題などにより多
くの法が改正されました。しかし、不燃性で洗浄力が
あり、溶剤単価が安価な事もあり、法に沿って適切に
管理されたドライ機であれば、作業環境に問題なく、
使用を継続できると考えています。

有害性

9 全般
塩素系溶剤の発がん性他危険有害性情報、物性
データや、法規制データを知りたい。

当協会WebサイトにSDSを始め、各種データを公開し
ていますのでぜひご参照下さい。

有害性

10 全般 RoHS規制他欧米の規制状況を知りたい。

ＲｏＨＳ規制は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、臭
素系難燃剤（ＰＢＢとＰＢＤＥ）の７物質についての含有
物質規制です。塩素系溶剤には含有しない ので該当
しません。
また、欧州の規制として代表的なＲＥＡＣＨ規制があり
ますが、そのＳＶＨＣリストにトリクロロエチレンが認可
対象物質として登録されました。
欧米の規制は、製品に含有する化学物質の情報伝
達を求めるもの で、仮に日本において製造時にトリク
ロロエチレンを使用したとしても、欧州に輸出する製
品に含有しない限り、情報伝達の対象では有りませ
ん。

海外法令
（代表的
な
REACH,
RoHSに
ついて）

11 全般
作業環境測定はどこに依頼すれば良いのでしょう
か？

日本作業環境測定協会のH.P.に全国の測定機関が
紹介されています。
https://www.jawe.or.jp/link/sokuteikikanichiran1.html

その他

12 全般
洗浄機を廃棄したいが、これの処理に係る規制は何
があるのでしょうか？

洗浄機の廃棄については、廃棄処分方法と共に洗浄
工程そのものが無くなる場合は、地元自治体への届
出が必要になります。
洗浄機内に溶剤が残留していれば、完全に抜き取っ
て廃液を特別管理産業廃棄物処理業者（特管物処理
業者）へ委託し、装置は産業廃棄物処理業者にて処
分が出来ます。但し、装置内に溶剤が微量でも残って
いれば洗浄機全体を特別管理産業廃棄物として処理
する事になります。
洗浄工程が無くなる場合（工程変更、事業廃止等）
は、特定施設廃止届を各自治体に提出する事になり
ます。

法令

13 全般
水濁法の規制に合致する、適切な床材の材質につい
て知りたい？

弊協会発行「クロロカーボン適正使用ハンドブック」又
は環境省発行「地下水汚染の未然防止のための構造
と点検・管理に関するマニュアル」を参照。

水濁法

6 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
有機則が特化則に移行すると何が変わるのでしょう
か？
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14 全般

手作業で塩素系溶剤を使用して洗浄していますが、
関係する規制は何があるでしょうか？
また、保護具や安全対策はどうすれば良いでしょう
か？

手作業での溶剤使用は、ばく露防止の観点から、適
切な保護具や局所換気装置などが無いと使用は出来
ません。保護手袋は、フッ素系ゴム、オレフィン系ポリ
マー等耐溶剤手袋である事を確認しないと膨潤した
り、破損するので使用できません。　（当協会のH.P.に
参考として、記載しています）
保護具について下記サイトもご参照ください。
http://jsaa.or.jp/%e4%bf%9d%e5%ae%89%e7%94%a8%e5%
93%81%e3%81%a8%e3%81%af/

安衛法

15 全般 改正水濁法（平成24年6月）の概要を知りたい？
当協会Webサイトで公開している「改正水濁法説明会
資料」を参照ください。

水濁法

16 全般
洗浄機の試運転で実際に塩素系溶剤を入れて試運
転する際に係る注意点、規制内容は？

労働監督署へ塩素系溶剤の使用と特定化学物質作
業主任者選任の届出と、都道府県知事宛てに特定施
設計画及び公害防止組織（公害防止主任管理者等
選任）の整備と事前届出が必要です。
試運転時の注意点は、作業者のばく露防止と、漏洩
防止、地下浸透防止です。

その他

17 全般
使用済みの塩素系溶剤廃液を外部委託処理したい
が、どこに出せば良いのでしょうか？

特別管理産業廃棄物として、都道府県知事の許可を
得た事業者に処理を委託する事になります。これら
は、全国産業資源循環連合会のH.P.で紹介されてい
ますので、以下のURLをご案内します。各地域の協会
H.P.にてご確認下さい。
https://www.zensanpairen.or.jp/federation/about/me
mber/

その他

＊このQ&Aは、当協会にこれまでお問合せのあった主な内容を纏めています。
　現時点の最新の情報として纏めていますが、詳細の確認は各自治体や関係省庁のWebサイトでもご確認頂くようお願いします。
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